
蒲郡市公告第１１５号 

 

制限付一般競争入札を次のとおり行う。 

 

令和７年１１月１７日 

 

蒲郡市長  鈴 木 寿 明 

 

１ 入札に付する事項 

⑴ 件名   公民館会議机整備業務等委託 

⑵ 業務の場所及び物品の数量 蒲郡市内公民館（６か所） 

 

No. 公民館名 住所 机（台） 椅子（脚） 台車（台） 

1 蒲郡公民館 蒲郡市元町１９―１３ 15 30 1 

2 小江公民館 蒲郡市神明町２―１０ 20 130 2 

3 東部公民館 蒲郡市豊岡町殿門２４ 41 - - 

4 西部公民館 蒲郡市神ノ郷町壱町田１２－１ 20 85 - 

5 三谷公民館 蒲郡市三谷町七舗１４２－１ 12 36 1 

6 大塚公民館 蒲郡市大塚町西島９１ 14 10 - 

合計 122 291 4 

 

⑶  概要   公民館会議机等の入替業務委託 

⑷  履行期間  令和７年１２月１９日（金）から令和８年１月３０日（金）まで 

⑸  契約保証金 免除 

 

２ 入札参加資格 

次に掲げる要件をすべて満たす法人または個人に限り入札に参加することができる。 

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第１６７条の４

第１項に掲げられた者でないこと。 

⑵ 過去２年間において、令第１６７条の４第２項各号の規定に該当したことがない者で

あること。 

⑶ 東三河地域内において、法人にあっては本店、支店または営業所を有し、個人にあっ

ては事業を営んでいること。 

⑷ 入札公告の日から落札決定までの間、蒲郡市から指名停止措置を受けていないこと。 

⑸ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３条及

び第４条による指定を受けた指定暴力団等及びその暴力団員でないこと。 

⑹ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続開始の申

立てがなされていない者または民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規

入札番号１ 



定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であること。 

⑺ 蒲郡市に対し納税義務がある者にあっては、市税等を滞納している者でないこと。 

⑻ 蒲郡市入札参加資格者名簿に登録がある者であること。 

 

３ 契約条項を示す場所 

蒲郡市教育委員会生涯学習課（蒲郡市生命の海科学館内） 

 

４ 入札及び開札の日時・場所ならびに注意事項 

⑴  日時 令和７年１２月１１日（木）午前１１時 

⑵ 場所 蒲郡市生命の海科学館 メディアホール 

⑶ 開札 入札後ただちに行う 

⑷ 代理者による入札 

代表者が当日入札に参加できない場合、必ず委任状（第５号様式）を提出すること。 

 

５ 入札参加申込み手続き 

⑴  受付期間 

令和７年１１月１７日（月）から令和７年１１月２８日（金）まで（火曜日を除く）

の午前９時から午後５時まで 

⑵ 受付場所 

蒲郡市教育委員会生涯学習課（蒲郡市生命の海科学館内） 

⑶ 提出書類 

競争入札参加申込書 １部 

⑷ 提出方法 

蒲郡市教育委員会生涯学習課に競争入札参加申込書をＦＡＸ、Ｅメールまたは持参に

より提出する。ただし、上記の受付期間内必着とする。 

※ ＦＡＸ、Ｅメールによる提出の場合は競争入札参加申込書を提出後、蒲郡市教育

委員会生涯学習課に電話をして到達の確認を行うこと。 

 

６ 質問書及び回答 

⑴  受付期間 

令和７年１１月１７日（月）から令和７年１１月２１日（金）まで（火曜日を除く）

の午前９時から午後５時まで 

⑵ 提出方法 

蒲郡市教育委員会生涯学習課に質問書をＦＡＸ、Ｅメールまたは持参により提出する。 

ただし、上記の受付期間内必着とする。 

※ ＦＡＸ、Ｅメールによる提出の場合は競争入札参加申込書を提出後、蒲郡市教育

委員会生涯学習課に電話をして到達の確認を行うこと。 

⑶ 質問者への回答 



質問者に対し電話等で令和７年１１月２６日（水）までに個別に回答する。 

 

７ 入札 

⑴  入札は、指定の入札書（第４号様式）を使用してください。 

⑵ 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り

捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の

１００に相当する金額を入札書に記載してください。 

⑶ 入札金額はアラビア数字（算用数字）を使用し、金額の頭に￥マークを付け、円未満

の端数は記入しないでください。 

⑷ 次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 

ア 入札参加者の資格を有しない者のした入札 

イ 所定の日時までに所定の場所に持参しない入札 

ウ 入札に際して不正行為があった入札 

エ 同一事項の入札に対し、２以上の意志表示をした入札 

オ 他人の代理を兼ねまたは２以上の代理をした者の入札 

カ 入札書に記名及び押印のない入札 

キ 委任状を持参しない代理人のした入札 

ク 金額に￥字または金字が冠されていない入札 

ケ 入札書の記載事項が確認できない入札 

コ 入札書の金額の表示を改ざんし、または訂正した入札 

サ 競争入札参加申込書を提出していない者のした入札 

シ 郵送による入札 

ス 虚偽の事実を記載した者のした入札 

セ 担当職員の指示に従わなかった者の入札 

ソ その他市長があらかじめ指示した事項に違反した入札 

⑸ 入札は、１者（社）の場合でも実施します。 

⑹ 再入札は 2回まで実施するので、入札書は 3枚あらかじめ用意すること。 

 

８ 開札 

⑴ 入札者は、開札に立ち会わなければなりません。 

⑵ 最低価格で入札を行った者を落札者とします。ただし、入札において予定価格制限範

囲内の入札がなかったときは、再入札を 2回まで実施します。なお、落札者となる同価

格の入札をした者が２者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定す

るものとします。 

 

 



９ 入札の中止 

  不正な入札が行われるおそれがあると認めるときまたは災害その他やむを得ない理由

があるときは、入札を中止、または入札期日を延期することがあります。 

 

１０ 入札保証金 

   免除 

 

１１ 契約書作成の要否 

 要 

 

１２ 入札の無効 

本公告に示した入札参加資格を有しない者のした入札、提出書類に虚偽の記載をした 

者の入札及び入札の条件に違反した入札は、無効とする。 

 

１３ その他 

⑴ 最低制限価格を設けない場合においても、低価入札については、落札者としないこ

とがあります。 

⑵ 添付することを省略した契約規則、入札者心得書は、契約条項を示す場所において

閲覧に供します。 

⑶ 本入札にて落札した者は、入札内訳書（任意様式）を蒲郡市教育委員会生涯学習課

まで提出すること。 

 

１４ 連絡先 

蒲郡市教育委員会生涯学習課（生命の海科学館内）担当：樋本、早川 

 TEL    0533-66-1167 

 FAX    0533-66-1199 

 E-mail   gakushu@city.gamagori.lg.jp 

 


